
議案第68号 

 

西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案を次

のとおり提出する。 

 

令和４年１２月２日 提出 

 

              西海市長 杉澤 泰彦   

 

西海市条例第  号 

 

西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例（平成17年西海市条例第193

号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中「 

オートキャンプ場 

テントサイト 

 

１区画 １泊 3,140円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 

一般キャンプ場 

テントサイト 

 

１区画 １泊 1,040円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 

」 



を「 

オートキャンプ場 

テントサイト 

 

 

１ 区 画  １ 泊

（市内居住者） 

3,300円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 

 
１ 区 画  １ 泊

（市外居住者） 

4,400円 

一般キャンプ場 

テントサイト 

 

 

１ 区 画  １ 泊

（市内居住者） 

1,100円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 

 
１ 区 画  １ 泊

（市外居住者） 

2,200円 

」

に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以降の日を利用期間の初日とする公園の施設利

用に係る利用料金について適用する。 
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議案第68号関係資料 

新旧対照表 

西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

新 旧 

西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例 

平成17年４月１日 

西海市条例第193号 

 

本則 （略） 

別表（第９条関係） 

西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例 

平成17年４月１日 

西海市条例第193号 

 

本則 （略） 

別表（第９条関係） 

行為 単位 使用料 備考 

（略） 

オートキャンプ場 

テントサイト 

 

 

１区画  １泊

（市内居住者） 

 

 

3,300円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 

１区画  １泊

（市外居住者） 

 

4,400円 

行為 単位 使用料 備考 

（略） 

オートキャンプ場 

テントサイト 

１区画 １泊 3,140円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 
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新 旧 

一般キャンプ場 

テントサイト 

１区画  １泊

（市内居住者） 

 

 

1,100円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 

１区画  １泊

（市外居住者） 

 

 

2,200円 

（略） 

備考 （略） 

一般キャンプ場 

テントサイト 

１区画 １泊 1,040円 利用時間 

12：00 

～翌12：00 
 

 

 

  

 

 

 

  

（略） 

備考 （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西海市四本堂公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の日を利用期間の初日とする公園の施

設利用に係る利用料金について適用する。 
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